
保
護
機
能
の
現
状
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
そ
う
楽
観
的
な
気
分
一

一

轟
彗
羅
撃

一・・　一＝」̈
一Ｈ〓一　　̈
一̈
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¨
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讚
鍮
たげ瑚
鰐
定
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凝

１
１
１
１
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万
さ
ス
Ｃ
Ｏ
に
こ
Ｉ
祈
ビ
逆

菫
華甕
´

翌
伊
禰
一鮮
評
顧

一疑

強
制
排
除
を
撮
影
し
た

「長

バ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
公
刊
物

緩̈

滓
”
″
か
申
¶

（
大

琳
∞
鍛
綸

が
激
殊
げ
“
毅

宅 っ
け
だ

や
免

″は

年
）
、
大
阪
市
が
野
宿
者
の

許
証
の
記
載
違
い
程
度
の
事

ン
”

睡
韻
押
瞳
け
麟
に
副

「
除

鈍
鏡

評
¨
籠
櫛
ｒ
脚
輝
け
嶺
脚
耗

『
漸
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恨
漂
一
駆
増
＝
け
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鮒
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錮
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金 さんの容疑事件に関連 し、1寄稿先の左派系情報紙編集部を家宅捜

索する警察官ら=今年 8月 23日 、大阪市内で (人民新聞社提供 )

免許罰

逮
捕
後
は
接
見
も
禁
止
。

「外
部
の
様
子
も
分
か
ら
ず
、
自
分
が
罪
人

と
思
い
こ
ま
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
話
す
金
稔
万
さ
ん
＝
大
阪
市
内
で

難
得
を
推
い
た
く　
一
郭
中
ワ

は
警
察
や
検
察
と
は
違
う
」

と
思

っ
て
い
た
か
ら
だ
。

だ
が
、
約
五
分
間
の
形
式

的
な
や
り
と
り
の
後
、
拘
置

と
接
見
禁
止
が
あ

っ
さ
り
認

め
ら
れ
た
。
理
由
を
聞
い
た

信
厭
男
を
述
ｔ
！
」

´
Ｃ
ナ

年
）
な
ど
、
作
品
は
い
ず
れ

も
社
会
性
が
強
い
。

ま
た
、
自
身
も
解
体
現
場

の
仕
事
で
通
名

（
日
本
名
）

を
名
乗
る
よ
う
強
制
さ
れ
た

こ
と
で
、

「
本
名
を
名
乗
る

追
認
機
関
」懸
念

金
さ
ん
ら
が
抱
い
た

「
安

易
な
逮
捕
、
捜
索
」

へ
の
疑

間
は
当
然
の
こ
と
だ
。

憲
法
三
二
条
は
何
人
も
現

行

犯

以

外

は

裁

判

官

が

発

し
、
理
由
と
な

っ
て
い
る
犯

罪
を
明
示
す
る
令
状
に
よ
ら

な
け
れ
ば
逮
捕
さ
れ
な
い
と

規
定
。
刑
事
訴
訟
法
で
も
、

逮
捕
の
ほ
か
、
捜
索
や
差
し

押
さ
え
な
ど
の
令
状
手
続
き

を
定
め
て
い
る
。

裁
判
所
に
よ
る
令
状
請
求

の
チ

ェ
ッ
ク
は
、
捜
査
機
関

が
捜
査
に
名
を
借
り
て
権
限

を
乱
用
し
な
い
よ
う
歯
止
め

を
か
け
る
た
め
の
制
度
。
捜

査
機
関
に
よ
る
人
権
侵
害
を

防
止
す
る
役
割
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
チ

ェ
ッ
ク
機

能
の
実
態
は
ど
う
か
。
最
高

裁
に
よ
る
と
、
昨
年
度
に
警

察
や
検
察
が
逮
捕
状
を
裁
判

所
に
請
求
し
た
件
数
は
十

一

万
六
千

三
百
十
八
件
。
こ
の

う
ち
、
裁
判
所
が
却
下
し
た

の
は
わ
ず
か
五
十
五
件
。
却

下
率
は
Ｏ

ｏ
０
４
７
％
に
と

ど
ま

っ
て
い
る
。
捜
索
・
差
し

押
さ
え
（
検
証
許
可
も
含
む
）

の
場
合
も

二
十

二
万

一
千
五

百
三
十
件
の
請
求
の
う
ち
却

下
は
五
十
件
。
却
下
率
は
０

ｏ
０
２
３
％
と
極
め
て
低
い
。

令
状
が
ほ
ぼ

「
素
通
り
」

に
な

っ
て
い
る
現
状
に
つ
い

て
、
元
大
阪
高
検
公
安
部
長

の
三
井
環
氏
は

「
裁
判
官
の

チ

エ
ツ
ク
な
ど
、
ま

っ
た
く

無
い
。
自
ら
記
録
を
読
み
、

判
断
す
る
気
が
な
い
。
拘
置

を
決
め
る
と
き
も
そ
う
だ
。

私
の
現
役
時
代
に
も
、
裁
判

所
に
却
下
さ
れ
た
経
験
は

一

度
も
な
か

っ
た
」
と
話
す
。

「
特
に

（
金
さ
ん
の
ケ
ー

ス
の
よ
う
な
）
公
安
事
件
で

は
、
す
べ
て
裁
判
所

へ
の
令

状
請
求
が
通
る
と
考
え
て
よ

い
。
裁
判
所
は
捜
査
機
関
に

依
存
し
過
ぎ
て
い
る
。
裁
判

で
も
、
法
廷
の
証
言
よ
り
検

事
が
取

っ
た
調
書
を
重
視
す

る
ぐ
ら
い
。

マ
ス
コ
ミ
が
裁

本
σ
．理
日
を
展
し
′
　
匡
窪

は

「
逮
捕
や
捜
索

・
差
し
押

さ
え
の
令
状
は
捜
査
の
密
行

性

（
秘
密
）
が
あ
り
、
理
由

は
も
ち
ろ
ん
、
請
求
や
発
付

の
事
実
関
係
も
答
え
ら
れ
な

い
」
と
の
こ
と
だ

っ
た
。

判
所
を
批
判
し
て
こ
な
か

つ

た
こ
と
も

一
因
だ
」

元
裁
判
官
の
生
田
暉
雄
弁

護
士
は

「
多
く
の
場
合
、
令

状
を
許
可
す
る
の
は
簡
易
裁

判
所
の
判
事
で
、
厳
密
な
チ

エ
ツ
ク
は
し
て
い
な
い
。
令

状
請
求
す
る
捜
査
機
関
の
側

も
厳
格
な
判
事
が
そ
の
日
の

担
当
と
分
か
る
と
控
え
、
令

状
を
出
し
や
す
い
判
事
の
日

を
見
計
ら

っ
て
請
求
し
て
い

た
」
と
実
情
を
明
か
す
。

「
多
く
の
簡
裁
判
事
は
司

法
試
験
で
は
な
く
、
裁
判
所

書
記
官
の
よ
う
な
実
務
者
が

簡
裁
判
事
試
験
に
受
か

っ
て

な
る
。
こ
の
た
め
、
権
カ

ヘ

の
チ

ェ
ッ
ク
も
弱
く
な
り
が

ち
だ
。
逆
に
厳
格
な
判
事
は

『
変
わ
り
者
』
と
見
ら
れ
、

排
斥
さ
れ
て
い
く
」

た
だ
、
こ
う
し
た
安
易
な

令
状
の
扱
い
は
裁
判
所

へ
の

信
頼
を
揺
る
が
し
て
い
る
。

生
田
弁
護
士
も

「
令
状
許
可

は
第
二
者
機
関
に
委
ね
て
は

ど
う
か
と
思
う
。
裁
判
所
は

権
力
の
追
認
機
関
と
な
り

つ

つ
あ
る
」
と
懸
念
し
た
。
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小
沢

一
郎
民
主
党
元
代
表

へ
の
検
察
審
査
会
の
起
訴
議
決
の
直
後
、

「
白
紙
か
ら
判
断
す
る
と
い
う
刑
事
裁
判

の
原
点
に
戻
る
好
機
」
と
い

う
声
も
間
か
れ
た
。
し
か
し
、
裁
判
所
の
形
骸
化
し
た
中
立
性
や
人
権

保
護
機
能
の
現
状
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
そ
う
楽
観
的
な
気
分
に

1目

り
追
認
機
関
』

逮
捕
後
は
接
見
も
禁
止
。

「外
部
の
様
子
も
分
か
ら
ず
、
自
分
が
罪
人

と
思
い
こ
ま
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
話
す
金
稔
万
さ
ん
＝
大
阪
市
内
で
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金
さ
ん
ら
が
抱
い
た

「安

易
な
逮
捕
（
捜
索
」

へ
の
疑

問
は
当
然
の
こ
と
だ
。

憲
法
三
二
条
は
何
人
も
現

行

犯

以

外

は
裁

判

官

が
発

し
、
理
由
と
な

っ
て
い
る
犯

罪
を
明
示
す
る
令
状
に
よ
ら

な
け
れ
ば
逮
捕
さ
れ
な
い
と

規
定
。
刑
事
訴
訟
法
で
も
、

逮
捕
の
ほ
か
、
捜
索
や
差
し

が
捜
査
に
名
を
借
り
て
権
限

を
乱
用
し
な
い
よ
う
歯
止
め

を
か
け
る
た
め
の
制
度
。
捜

査
機
関
に
よ
る
人
権
侵
害
を

防
止
す
る
役
割
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
チ

ェ
ッ
ク
機

能
の
実
態
は
ど
う
か
。
最
高

裁
に
よ
る
と
、
昨
年
度
に
警

察
や
検
察
が
逮
捕
状
を
裁
判

所
に
請
求
し
た
件
数
は
十

一

裁
細̈
一蘭
Ⅲ嗣
刑
一構
刷̈
椰̈
一一一胴＝
姉
一機
能̈

「
い
ま
だ
に
警
察
が
何
を

し
た
か

っ
た
の
か
、
分
か
ら

な
い
」
。
映
像
作
家
の
金
稔

万
さ
ん
金
９
は
こ
う
振
り
返

る
。金

さ
ん
は
神
戸
市
出
身
の

在
日

コ
リ
ア
ン
ニ
世
。
大
阪

や
韓
国
を
行
き
来
し
な
が
ら

ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を

撮
り
続
け
て
い
る
。

金
さ
ん
が
何
の
前
触
れ
も

な
く
、
逮
捕
さ
れ
た
の
は
八

月

二
十

二
日

の

こ
と
。
早

朝
、
兵
庫
県
尼
崎
市
内
の
自

宅
の
チ

ャ
イ
ム
が
激
し
く
鳴

り
、
ド
ア
を
開
け
る
と
、
県

肇
公
安
三
課
と
尼
崎
北
署
の

警
察
官
た
ち
が
い
た
。

警
察
は
い
き
な
り
家
宅
捜

索
を
開
始
し
た
。
戸
惑
う
金

さ
ん
に
告
げ
ら
れ
た
容
疑
は

免
状
不
実
記
載
と
偽
造
有
印

私
文
書
行
使
。
前
者
は
運
転

免
許
証
の
住
所
が
自
宅
で
は

な
く
、
事
務
所
に
な

っ
て
い

た
こ
と
。
後
者
は
事
務
所
の

賃
貸
契
約
を
更
新
し
た
際
、

連
絡
が
取
れ
な
か

っ
た
保
証

人
の
名
前
を
継
続
し
て
記
載

し
て
い
た
こ
と
だ

っ
た
。

「
免

許

に

つ
い

て

は

当

時
、
仕
事
場
の
住
所
で
寝
起

き
し
て
い
て
、
ど
ち
ら
で
も

い
い
だ
ろ
う
と
思

っ
た
。
賃

貸
契
約
更
新
の
件
も
不
動
産

会
社
に
事
情
を
説
明
、
了
承

を
得
て
い
た
」

（
金
さ
ん
）

結
局
、
金
さ
ん
は
十

一
日

間
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
後
、

九
月

一
日
に
起
訴
猶
予
で
釈

放

さ

れ

た
。

逮

捕

歴

も

な

い
。

「
な
ぜ
自
分
が
、
な
ぜ

こ
ん
な
こ
と
で
―
」
。
兵
庫

県
警
や
神
戸
地
検
で
理
由
を

聞
い
た
が
、
納
得
の
い
く
答

え
は
返

っ
て
こ
な
か

っ
た
。

逮
捕
後
、
裁
判
官
が
容
疑

者
に
質
問
を
し
て
、
拘
置
を

認
め
る
か
ど
う
か
を
決
め
る

ヨ
目
■

　

手
続
き
が
あ
る
。
金
さ
ん
は

年

一
｝
一

　

』
矧
割

つ 官
ａ
¨
ゲ
翻
劉
『
動

睛

期
待
を
抱
い
た
。

「
裁
判
所

倖

は
警
察
や
検
察
と
は
違
う
」

年

と
思

っ
て
い
た
か
ら
だ
。
　
　

も

だ
が
、
約
五
分
間
の
形
式

的
な
や
り
と
り
の
後
、
拘
置

の

と
接
見
禁
止
が
あ

っ
さ
り
認

券

め
ら
れ
た
。
理
由
を
聞
い
た

こ

I
冊

は
な
れ
な
い
。
代
表
例
は
捜
査
機
関
か
ら
の
令
状
請
求
に
対
す
る
チ
ェ

ッ
ク
。
今
年
八
月
、
関
西
で
映
像
作
家
が
微
罪
で
逮
捕
さ
れ
た
。
こ
の

事
例
か
ら
検
証
し
て
み
る
。

一
　

（出
田
阿
生
、
秦
淳
哉
）

載違いマあっさり拘置決定

つ 塞 いる ば 凍  繰 と 飩 が撮 区 者 表 芥が 居 強の で に  ス 下 百 の 押 ど
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優
れ
た
産
業
技
術
や
製
品
開
発
の
成
果
を
顕
彰
す
る
た
め
中
日

し
た

「中
日
産
業
技
術
賞
」
の
第
２５
回
受
賞
技
術

・
製
品
が
次
の

ま
し
た
。
贈
呈
式
は
８
日
、
名
古
屋
市
中
区
の
中
日
パ
レ
ス
で
行

（受
賞
技
術

・
製
品
の
紹

超
高
速
マ
イ
ク
ロ
レ
ー
ザ
加
工
機

三
菱
電
機
名
古
屋
製
一

一一一踊屹

一一

聞 2011年 (平成 23年)12月 1日 (木 曜 日 )

計
■
碁
労
組
か
ら
献
金

解
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用

渕
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輻
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笏
鱚

尚
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支
援
す
る
会
」
に
二
千
万

円
、
小
林
氏
の
選
挙
事
務

所
に
六
百
五
十
万
円
を
寄

付
し
て
い
た
。

ま
た
東
電
は
、
同
党
の

中
部
電
力
の
労
働
組
合

で
つ
く
る
政
治
団
体
が
二

下
条
み

つ
衆
院
議
員
側
の

パ
ー
テ

ィ
ー
券
四
十
万
円

分
を
購
入
。
同
社
労
組
の

政
治
団
体

「東
京
電
力
労

働
組
合
政
治
連
盟
」
は
、

〇

一
〇
年
、
少
な
く
と
も

計
四
千

四
百
万
円
を
民
主

党
側
に
提
供
し
て
い
た
こ

と
が
、
三
十
日
付
で
公
表

さ
れ
た
政
治
資
金
収
支
報

同
社
出
身
の
民
主
党
系
地

方
議
員
や
候
補
者
側
に
約

九
千
三
百
万
円
を
献
金
し

て
い
た
。
関
係
政
治
団
体

を
経
由
し
て
寄
付
し
た
ケ

ー
ス
も
あ
り
、
金
額
は
さ

ら
に
膨
れ
上
が
る
と
み
ら

れ
る
。

一
方
、
自
民
党
の
政
治

資
金
団
体

「
国
民
政
治
協

会
」
に
は
、
沖
縄
電
力
を

除
く
電
力
会
社
九
社
の
役

員
ら
が

二
千

四
百

二
十
六

万

円

を

個

人

と

し

て
献

金
。
献
金
額
が
最
も
多
い

東
電
は
、
会
長
と
社
長
が

各
三
十
万
円
、
副
社
長
六

告
書
で
分
か

っ
た
。
中
部

地
方
の
有
力
国
会
議
員
の

ほ
か
、
今
年
四
月
の
統

一

地
方
選
を
控
え
て
県
議
や

市
議
に
多
額
の
活
動
資
金

人
全
員
が
各
二
十
万
円
を

寄

付

す

る

な

ど

し

て

い

た
。電

力
業
界
は

一
九
七
四

年
に
政
党
や
政
治
家
に
資

金
提
供
し
な
い
こ
と
を
表

明
し
て
い
る
。
電
力
総
連

政
治
活
動
委
員
会
は

「
パ

ー
テ

ィ
ー
券
購
入
の
要
請

が
あ
れ
ば
検
討
し
、
わ
れ

わ
れ
の
ポ
リ
シ
ー
に
沿
う

議
員
を
支
援
し
て
い
る
」

と

コ
メ
ン
ト
し
た
。

が
流
れ
て
い
た
。

政
治
団
体
は

「
中
部
電

力

労

働

組

合

政

治

連

盟
」
。

一
〇
年
に
組
合
員

二
万
九
千
人
か
ら
会
費
で

電
力
会
社
な
ど
の
労
組
連
合
体

「
全
国
電
力
関
連
産
業
労
働
組
合
総
連
合
」

（電
力
総
連
）
や
東
一墨
電
力
労
組
の
政
治
団
体
が
昨
年
、
寄
付
や
パ
ー
テ
ィ
ト

券
購
入
な
ど
の
形
で
、
民
主
党
国
会
議
員
や
同
党
系
地
方
議
員
に
少
な
く
と
も

一
億
二
千
万
円
を
献
金
し
て
い
た
こ
と
が
三
十
日
、

政
治
資
金
収
支
報
告
書
で
分
か

つ
た
。
＝
関
連
①
面

総
務
省
な
ど
が
公
開
し
た

特
集
０
面

体

「
電
力
総
連
政
治
活
動

委
員
会
」
は
昨
年
、
全
国

の
電
力
会
社
労
組
の
政
治

団
体
な
ど
か
ら
約
六
千
四

百
万
円
を
集
金
。
こ
の
中

か
ら
東
電
出
身
の
小
林
正

夫

民

主

党

参

院

議

員

の

「
小
林
正
夫
と
民
主
党
を

一
方
、
原
発
を
持
つ
全

国
の
電
力
会
社
九
社
の
役

員

（
Ｏ
Ｂ
含
む
）
三
百
十

五
人
が
、
自
民
党
の
政
治

資
金
団
体
に
約
二
千
四
百

万
円
を
寄
付
し
て
い
た
こ

と
も
判
明
。
東
電
福
島
第

一
原
発
事
故
を
受
け
、
原

殺

発
と
政
治
の
在
り
方
が
問

題
と
な

っ
て
い
る
が
、
電

力
会
社
労
使
が

一
体
と
な

っ
て
政
界
に
影
響
力
を
強

め
て
い
た
構
図
が
浮
き
彫

り
に
な

っ
た
。

収

支

報

告

書

に

よ

る

と
、
電
力
総
連
の
政
治
団

収支報告書

統
瓦
窪
覺
県
議
、市
議
ら
に
多
額

難
騒翻
動
彗
堪
邁
醗
羅
鰊
摯．西

彗彗
嘔
一一一一一一一植罐
魏
製
緋
颯

つ
た
の
一

事
長

公

十
六
万
一

厚
労
副
・

選

挙

区

円
、
山
一

員

（
愛
ヽ

万
円
、

大
臣

（

八
万
円

中
電

七
千
五
百
万
円
の
政
治
資

金
を
集
め
て
お
り
、
手
厚

い
労
組

マ
ネ
ー
が
民
主
議

員
を
支
え
る
実
態
が
浮
き

彫
り
に
な

っ
た
。

報
告
書
に
よ
る
と
、
党

愛
知
県
連
や
国
会
議
員
九

人
に
は
、
政
治
資
金
パ
ー

テ
ィ
ー
券
の
購
入
費
と
し

て
計
三
百
二
十
万
円
を
提

供
し
て
い
た
。
最
も
多
か

中部電力をめぐる政治資金の流ね

中電労組
政治連盟

パーティー券
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霰
鵬

一
九
八
六

（昭
和
六
十

一
）
年
に
福
井
市
で
中
学

三
年
の
高
橋
智
子
さ
ん
＝

当
時
全
↓
＝
が
殺
害
さ
れ

た
事
件
で
、
殺
人
罪
で
服

役
し
た
元
受
刑
者
の
前
川

八

疑
鯰

師

再
審
請
求
審
で
、
三
十
日

に
再
審
開
始
を
決
定
し
た

名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部

（伊
藤
新

一
郎
裁
判
長
）
は

「確
定
判
決
に
合
理
的
な

疑
い
が
生
じ
た
。

（
前
川

を
一　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

班

ち
　
々

の

時

確率 (%)

詫高]温
¬

最低気温

t協会調べ

前川さん再審ヘ

弁
護
団
、高
検
に
要
請
書

さ
ん
が
）
犯
人
で
な
い
可

能
性
が
高
度
に
認
め
ら
れ

る
」
と
新
証
拠
の
新
規
性
、

明
白
性
を
評
価
し
た
。
＝

関
連
①
面
、核
心
０
面
、社

説
０
面
、
判
決
要
旨
④
面

弁
護
団
は
三
十

日
午

後
、
名
古
屋
高
検
金
沢
支

部
に
異
議
申
し
立
て
断
念

を
求
め
る
要
請
書
を
提

出
。
十
二
月

一
日
に
は
名

古
屋
市
の
名
古
屋
高
検
と

東
京
の
最
高
検
で
同
様
の

要
請
を
す
る
。
小
島
峰
雄

団
長
は

「
高
裁
支
部
の
判

断
は
極
め
て
簡
潔
。
異
議

申
し
立
て
す
る
よ
う
な
こ

と
は
な
い
と
思
う
」
と
早

期
再
審
開
始
を
求
め
た
。

事
件
で
は
、
前
川
さ
ん

の
関
与
を
裏
付
け
る
有
力

な
物
証
は
な
か
っ
た
。
事

件
当
夜
に

「着
衣
に
血
を

付
け
た
前
川
さ
ん
を
見

た
」
と
い
う
知
人
の
元
暴

力
団
員
ら
の
供
述
が
、
二

審
の
有
罪
判
決
の
根
拠
と

な
っ
た
。
決
定
で
は
、
そ

の
信
用
性
に
あ
ら
た
め
て

疑
間
を
示
し
た
。

高
裁
支
部
は
、
多
量
の

被
害
者
の
血
が
付
い
た
服

を
着
た
前
川
さ
ん
が
、
犯

行
直
後
に
乗

っ
た
乗
用
車

か
ら
血
液
反
応
が
出
て
い

な
い
こ
と
に
注
目
。

「ダ

ツ
シ
ユ
ボ
ー
ド
に
血
液
が

付
着
し
て
い
た
」
と
述
べ

た
関
係
者
の
供
述
に

「合

理
的
な
疑
い
が
生
じ
て
い

る
」
と
し
た
。

弁
護
側
は
、
請
求
審
で

開
示
さ
れ
た
解
割
写
真
を

基
に

「凶
器
と
さ
れ
た
二

蛯

¨

碧 手

不明
14U91

皿
221

可
3607

人

『 ]成

膊
合 計

本
の
包
丁
で
は
付
か
な
い

傷
が
あ
る
」
と
の
法
医
学

鑑
定
の
結
果
を
提
出
し
た

が
、
決
定
で
は
こ
の
点
も

認
め
ら
れ
た
。
決
定
は
、

一
九
九
七
年
の
確
定
審
が

認
定
し
た

「薬
物
乱
用
者

な
ど
に
よ
る
感
情
の
激
発

に
よ
る
」
と
し
た
犯
人
像

に
も
言
及
。　
天
口
理
的
で

高
度
の
思
考
能
力
を
備
え

た
犯
人
で
な
け
れ
ば
、
説

明
が
っ
か
な
い
点
が
多
々

認
め
ら
れ
る
」
と
し
た
。 醤琵禿ヒし服只攀蒐奄祇寺の 要 か

`口
住 ら、珠 一 拠 が


